


















初校

KOSUZOで昇任試験に合格された方に
　　　　 を贈呈させていただきます。

お手続はコチラから ▶▶▶

ご質問はコチラから ▶▶▶

合格記念品のご案内

ご購読者様への     　　　　　　  として
法学に関するご質問を受け付けております。

● KOSUZO の法学に関するご質問を受け付けます。
● 1 件のお問合せにつき 1 つの質問にしてください。
　 （複数質問がある方は、質問ごとにお問合せをご送付ください）
● 質問箇所は、号数、問題番号等で指定してください。
　 　  全国版2024年１月号 SA7の枝⑴
● 1 週間程度で回答いたしますが、それ以上になる場合もございます。
● ご質問の送信後、自動返信メールが届きます。
　 届かない場合は、「@kosuzo.jp」からの受信を許可してください。
● KOSUZO ホームページ ➡ お問合せからもご質問できます。

法学質問サービスのご紹介

※ 上記事項が守られていない場合には、回答できない場合もございますので、ご注意ください。

例

KOSUZO ホームページ（https://kosuzo.jp）➡ 各種申込 ➡ 合格記念品
からもお手続できます。

印鑑

無料サービス

注意事項

スマホを活用した効率的な学習法
昇任試験対策の新しいカタチ

今月号の
QRコード

※今月号は10日から
　ダウンロードできます

◆◆◆　コンテンツ紹介　◆◆◆

CHECK!
CHECK!

書籍と連動する アプリ

今月号のダウンロードはこちらから

アプリKOSUZONEの
ダウンロードはこちら！

豊富な機能でアプリならではの
S・A対策を実現！

法学論文をプロのナレーターが
朗読しているので聴き取りやすい！

スマホで手軽にいつでも
基礎を学べる！

スキマ時間を利用して
判例学習ができる！

見慣れない法律用語も
すぐに意味を確認できる！

ＱRコードを読み取れない場合は右記をご入力ください。 iethhwu8

KOSUZO　 5 月号

令和 6年 4月 10日 発行

落丁・乱丁本はお取替えいたします。

定価 1,500円（税込）

発行者／松﨑 猛
発行所／UM株式会社
　　　　〒110-0005
　　　　東京都台東区上野七丁目 6番 5号　VORT上野Ⅱ 3階
　　　　電話　03-6821-9110〔代表〕　03-6825-8001〔編集〕
　　　　FAX　03-6825-8003

初校

KOSUZOで昇任試験に合格された方に
　　　　 を贈呈させていただきます。

お手続はコチラから ▶▶▶

ご質問はコチラから ▶▶▶

合格記念品のご案内

ご購読者様への     　　　　　　  として
法学に関するご質問を受け付けております。

● KOSUZO の法学に関するご質問を受け付けます。
● 1 件のお問合せにつき 1 つの質問にしてください。
　 （複数質問がある方は、質問ごとにお問合せをご送付ください）
● 質問箇所は、号数、問題番号等で指定してください。
　 　  全国版2024年１月号 SA7の枝⑴
● 1 週間程度で回答いたしますが、それ以上になる場合もございます。
● ご質問の送信後、自動返信メールが届きます。
　 届かない場合は、「@kosuzo.jp」からの受信を許可してください。
● KOSUZO ホームページ ➡ お問合せからもご質問できます。

法学質問サービスのご紹介

※ 上記事項が守られていない場合には、回答できない場合もございますので、ご注意ください。

例

KOSUZO ホームページ（https://kosuzo.jp）➡ 各種申込 ➡ 合格記念品
からもお手続できます。

印鑑

無料サービス

注意事項

スマホを活用した効率的な学習法
昇任試験対策の新しいカタチ

今月号の
QRコード

※今月号は10日から
　ダウンロードできます

◆◆◆　コンテンツ紹介　◆◆◆

CHECK!
CHECK!

書籍と連動する アプリ

今月号のダウンロードはこちらから

アプリKOSUZONEの
ダウンロードはこちら！

豊富な機能でアプリならではの
S・A対策を実現！

法学論文をプロのナレーターが
朗読しているので聴き取りやすい！

スマホで手軽にいつでも
基礎を学べる！

スキマ時間を利用して
判例学習ができる！

見慣れない法律用語も
すぐに意味を確認できる！

ＱRコードを読み取れない場合は右記をご入力ください。 iethhwu8

KOSUZO　 5 月号

令和 6年 4月 10日 発行

落丁・乱丁本はお取替えいたします。

定価 1,500円（税込）

発行者／松﨑 猛
発行所／UM株式会社
　　　　〒110-0005
　　　　東京都台東区上野七丁目 6番 5号　VORT上野Ⅱ 3階
　　　　電話　03-6821-9110〔代表〕　03-6825-8001〔編集〕
　　　　FAX　03-6825-8003



初校

KOSUZOで昇任試験に合格された方に
　　　　 を贈呈させていただきます。

お手続はコチラから ▶▶▶

ご質問はコチラから ▶▶▶

合格記念品のご案内

ご購読者様への     　　　　　　  として
法学に関するご質問を受け付けております。

● KOSUZO の法学に関するご質問を受け付けます。
● 1 件のお問合せにつき 1 つの質問にしてください。
　 （複数質問がある方は、質問ごとにお問合せをご送付ください）
● 質問箇所は、号数、問題番号等で指定してください。
　 　  全国版2024年１月号 SA7の枝⑴
● 1 週間程度で回答いたしますが、それ以上になる場合もございます。
● ご質問の送信後、自動返信メールが届きます。
　 届かない場合は、「@kosuzo.jp」からの受信を許可してください。
● KOSUZO ホームページ ➡ お問合せからもご質問できます。

法学質問サービスのご紹介

※ 上記事項が守られていない場合には、回答できない場合もございますので、ご注意ください。

例

KOSUZO ホームページ（https://kosuzo.jp）➡ 各種申込 ➡ 合格記念品
からもお手続できます。

印鑑

無料サービス

注意事項

スマホを活用した効率的な学習法
昇任試験対策の新しいカタチ

今月号の
QRコード

※今月号は10日から
　ダウンロードできます

◆◆◆　コンテンツ紹介　◆◆◆

CHECK!
CHECK!

書籍と連動する アプリ

今月号のダウンロードはこちらから

アプリKOSUZONEの
ダウンロードはこちら！

豊富な機能でアプリならではの
S・A対策を実現！

法学論文をプロのナレーターが
朗読しているので聴き取りやすい！

スマホで手軽にいつでも
基礎を学べる！

スキマ時間を利用して
判例学習ができる！

見慣れない法律用語も
すぐに意味を確認できる！

ＱRコードを読み取れない場合は右記をご入力ください。 iethhwu8

KOSUZO　 5 月号

令和 6年 4月 10日 発行

落丁・乱丁本はお取替えいたします。

定価 1,500円（税込）

発行者／松﨑 猛
発行所／UM株式会社
　　　　〒110-0005
　　　　東京都台東区上野七丁目 6番 5号　VORT上野Ⅱ 3階
　　　　電話　03-6821-9110〔代表〕　03-6825-8001〔編集〕
　　　　FAX　03-6825-8003

初校

KOSUZOで昇任試験に合格された方に
　　　　 を贈呈させていただきます。

お手続はコチラから ▶▶▶

ご質問はコチラから ▶▶▶

合格記念品のご案内

ご購読者様への     　　　　　　  として
法学に関するご質問を受け付けております。

● KOSUZO の法学に関するご質問を受け付けます。
● 1 件のお問合せにつき 1 つの質問にしてください。
　 （複数質問がある方は、質問ごとにお問合せをご送付ください）
● 質問箇所は、号数、問題番号等で指定してください。
　 　  全国版2024年１月号 SA7の枝⑴
● 1 週間程度で回答いたしますが、それ以上になる場合もございます。
● ご質問の送信後、自動返信メールが届きます。
　 届かない場合は、「@kosuzo.jp」からの受信を許可してください。
● KOSUZO ホームページ ➡ お問合せからもご質問できます。

法学質問サービスのご紹介

※ 上記事項が守られていない場合には、回答できない場合もございますので、ご注意ください。

例

KOSUZO ホームページ（https://kosuzo.jp）➡ 各種申込 ➡ 合格記念品
からもお手続できます。

印鑑

無料サービス

注意事項

スマホを活用した効率的な学習法
昇任試験対策の新しいカタチ

今月号の
QRコード

※今月号は10日から
　ダウンロードできます

◆◆◆　コンテンツ紹介　◆◆◆

CHECK!
CHECK!

書籍と連動する アプリ

今月号のダウンロードはこちらから

アプリKOSUZONEの
ダウンロードはこちら！

豊富な機能でアプリならではの
S・A対策を実現！

法学論文をプロのナレーターが
朗読しているので聴き取りやすい！

スマホで手軽にいつでも
基礎を学べる！

スキマ時間を利用して
判例学習ができる！

見慣れない法律用語も
すぐに意味を確認できる！

ＱRコードを読み取れない場合は右記をご入力ください。 iethhwu8

KOSUZO　 5 月号

令和 6年 4月 10日 発行

落丁・乱丁本はお取替えいたします。

定価 1,500円（税込）

発行者／松﨑 猛
発行所／UM株式会社
　　　　〒110-0005
　　　　東京都台東区上野七丁目 6番 5号　VORT上野Ⅱ 3階
　　　　電話　03-6821-9110〔代表〕　03-6825-8001〔編集〕
　　　　FAX　03-6825-8003



















16

共犯（その 2）

第 8 回
KOSUZO  December 2024刑　法

　　● 教唆犯　　　　　　● 共犯と身分　　　
 ● 従犯（幇助犯）　　　　　　　　　　　

教唆犯

§61Ⅰ：  人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

 ▶ 意　義
　他人を唆

そそのか
して犯罪を実行させた者を教唆犯といい、教唆犯には正犯の刑が科せられ

る。これは、正犯に成立する犯罪の法定刑の範囲で刑が科せられるという意味である。

 ▶ 成立要件
　教唆犯の成立には、❶ 教唆行為と、❷ 被教唆者（正犯）による犯罪の実行、❸ ❶と
❷の間に因果関係（因果性）があることが必要である。

1教唆行為
　　教唆とは、いまだ犯罪を実行する意思を有していない他人に、特定の犯罪を実行
する決意を生じさせることをいう。その手段・方法に制限はなく、命令、威嚇、誘導、
利益の提供、哀願等でもよく、黙示的・暗示的なものでもよい。

今回の予定

共同正犯
教唆犯
幇助犯

いま ココ！

単独犯
共　犯

構成要件該当性

違法性

有責性

01 02

03

20

 ▶ 身分犯の意義と類型
　身分犯とは、行為者に一定の身分のあることが構成要件要素になっている犯罪をい
い、真正身分犯（構成的身分犯）と不真正身分犯（加減的身分犯）とがある。

 ▶ 身分犯と§65の適用
　§65Ⅰは、真正身分犯に加功した非身分者に対して適用される。非身分者には真正
身分犯の共犯が成立する。
　§65Ⅱは、不真正身分犯に加功した非身分者に対して適用される。非身分者には、
不真正身分犯ではなく、加重・減軽される前の通常の刑が科せられる。

真正身分犯 不真正身分犯

意　義 一定の身分を有することによって初めて犯罪
が成立する。

身分がなくても犯罪を構成するが、一定の身分
を有することにより刑が加重又は減軽される。

適用条文 §65Ⅰ §65Ⅱ

判　例

・ 非公務員が「公務員」と共謀して公務員の
職務に関して賄賂を収受した場合は、§65
Ⅰにより、非公務員も収賄罪の共同正犯と
なる（大判大 3 . 6 .24）。

・ 非占有者が「他人の物の占有者」と共謀し
て占有物を横領した場合は、§65Ⅰにより、
非占有者も単純横領罪の共同正犯となる（最
判昭27. 9 .19）。

・ 賭博の非常習者が賭博「常習者」の賭博行
為を幇助した場合は、§65Ⅱにより、幇助
者には単純賭博罪の従犯の刑を科する（大判
大 2 . 3 .18）。

・ 業務性も占有も有しない甲が、「業務上他人
の物を占有する者」である乙と共に当該占有
物を横領した場合、§65Ⅱにより、甲には単
純横領罪の刑を科する（最判昭32.11.19）。＊

※ 　「　」で囲まれたものが身分。
＊ 　業務上横領罪は、非占有者との関係では真正身分犯であるから、§65Ⅰのみが適用されて甲には業
務上横領罪の刑が科せられるとも思えるが、他人の物を占有するがその占有に業務性がない者（「業務
上」という不真正身分を欠くだけの者）が業務上の占有者と共に横領すれば§65Ⅱにより単純横領罪
の刑が科せられることとのバランスから、§65Ⅱの適用を認めたものと考えられる。

まとめ
●  教唆犯の成立には、●❶ 教唆行為、●❷ 被教唆者（正犯）による犯罪の実行、●❸ ●❶と 
●❷の間に因果関係があることが必要である。

●  従犯（幇助犯）の成立には、●❶ 幇助行為、●❷ 被幇助者（正犯）による犯罪の実行、 
●❸ ●❶により●❷が容易になったという因果関係があることが必要である。

●  行為者に一定の身分のあることが構成要件要素となっている犯罪を身分犯とい
い、身分のない共犯者にも§65により犯罪が成立する。

13 14

15

第 8  回

25

※ 　刑訴法等の一部改正（平成28年 6月 3日公布）において、被疑者国選弁護制度の対象事件の拡大（平成
30年 6月 1日施行）と、弁護人の選任に係る事項の教示の充実（平成28年12月 1日施行）が図られたので、
注意が必要である（後述2参照）。

1犯罪事実の要旨の告知
　　犯罪事実（被疑事実）の要旨全部の告知が必要である。逮捕状の緊急執行のような
迅速性を要する状況がないため、罪名の告知・被疑事実の要旨の概要では足りない。

2弁護人選任権等の告知等
　⑴　（私選）弁護人選任権の告知
　　　被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨を告知しなければならない。
　　　被疑者に弁護人の有無を尋ね、既に弁護人があるときは、告知を要しない（§203Ⅱ）。

●弁護人選任権の告知手続●

＊1 　刑訴法等の一部改正により、弁護人選任権の告知に当たり、弁護人選任の申出方法等について教
示しなければならなくなった（§203Ⅲ、平成28年12月 1日施行）。

逮捕から48時間以内

時間制約なし（速やかに）

弁解の録取等

直ちに

犯罪事実の要旨の告知

引
致

留
置
の
必
要
性

検
察
官
に
送
致

留
置
し
て

取
調
べ

在
宅
の
ま
ま

取
調
べ

弁護人選任権等の告知

弁解の機会の付与

被疑者国選弁護制度の
内容の教示

留置

釈放

あり

なし

05

被疑者以外の弁護人選任権者が
選任した弁護人を含む。

告知＊1 申出告知必要

告知不要

被疑者は、弁護士・
弁護士会等を指定し
て弁護人の選任を申
し出ることができる
（§209・§78）

申出を受けた警察官
は、被疑者指定の弁
護士・弁護士会等へ
その旨を通知しなけ
ればならない

あり

なし
弁護人の
有無

24

3引致の時期
　　引致は迅速になされる必要があるが、司法巡査が、❶ 被疑者を逮捕した場合、
❷ 現行犯逮捕した私人から現行犯人を受け取った場合のそれぞれにおいて、要求さ
れる迅速性の程度が異なる。

＊3 　「直ちに」とは、引致場所に身柄を連行するのに必要な最小限度の合理的時間内を意味する。なお、
夜間逮捕した時点で逮捕地管轄の被手配警察署に引致できたのに、あえて翌朝まで待ち、逮捕後約
11時間15分後に手配警察署に引致したことを違法とした判例がある（大阪地決昭58. 6 .28）。

引致を受けた司法警察員の措置

 ▶ 弁解の録取等
　司法警察員は、自ら被疑者を逮捕したとき又は司法巡査から被疑者の引致を受けたと
きは、直ちに、被疑者に犯罪事実の要旨・弁護人選任権を告知した上、弁解の機会を
与えるとともに（§203Ⅰ）、被疑者国選弁護制度の内容を教示しなければならない
（§203Ⅳ）。
　憲法§34前段の要請に基づく重要な手続であるため、被疑者が泥酔している場合等
でも、この手続を省略することは許されない。

引致が「直ちに」なされなかっ
た場合、逮捕手続は違法となる

逮捕者の確認等の手続にか
かる時間を考慮し、若干の
猶予を与えている

「直ちに」＊3引致

「速やかに」引致（§215Ⅰ）

❶

❷ 逮捕者の確認等
（§215Ⅱ）

引致を行う司法巡査

　引致を行う司法巡査は、被疑者を逮捕した司法巡査と同一である必要はない。
　例えば、逮捕した司法巡査が逮捕時に入院を要するような負傷をした場合、逮捕した当該司法巡査
が引致することは困難である。このような場合は、逮捕者から被逮捕者の身柄を受け取った司法巡査
が引致することとなる。

1歩
前へ

04
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1教唆行為
　　教唆とは、いまだ犯罪を実行する意思を有していない他人に、特定の犯罪を実行
する決意を生じさせることをいう。その手段・方法に制限はなく、命令、威嚇、誘導、
利益の提供、哀願等でもよく、黙示的・暗示的なものでもよい。

今回の予定

共同正犯
教唆犯
幇助犯

いま ココ！

単独犯
共　犯

構成要件該当性

違法性

有責性

01 02

03
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 ▶ 身分犯の意義と類型
　身分犯とは、行為者に一定の身分のあることが構成要件要素になっている犯罪をい
い、真正身分犯（構成的身分犯）と不真正身分犯（加減的身分犯）とがある。

 ▶ 身分犯と§65の適用
　§65Ⅰは、真正身分犯に加功した非身分者に対して適用される。非身分者には真正
身分犯の共犯が成立する。
　§65Ⅱは、不真正身分犯に加功した非身分者に対して適用される。非身分者には、
不真正身分犯ではなく、加重・減軽される前の通常の刑が科せられる。

真正身分犯 不真正身分犯

意　義 一定の身分を有することによって初めて犯罪
が成立する。

身分がなくても犯罪を構成するが、一定の身分
を有することにより刑が加重又は減軽される。

適用条文 §65Ⅰ §65Ⅱ

判　例

・ 非公務員が「公務員」と共謀して公務員の
職務に関して賄賂を収受した場合は、§65
Ⅰにより、非公務員も収賄罪の共同正犯と
なる（大判大 3 . 6 .24）。

・ 非占有者が「他人の物の占有者」と共謀し
て占有物を横領した場合は、§65Ⅰにより、
非占有者も単純横領罪の共同正犯となる（最
判昭27. 9 .19）。

・ 賭博の非常習者が賭博「常習者」の賭博行
為を幇助した場合は、§65Ⅱにより、幇助
者には単純賭博罪の従犯の刑を科する（大判
大 2 . 3 .18）。

・ 業務性も占有も有しない甲が、「業務上他人
の物を占有する者」である乙と共に当該占有
物を横領した場合、§65Ⅱにより、甲には単
純横領罪の刑を科する（最判昭32.11.19）。＊

※ 　「　」で囲まれたものが身分。
＊ 　業務上横領罪は、非占有者との関係では真正身分犯であるから、§65Ⅰのみが適用されて甲には業
務上横領罪の刑が科せられるとも思えるが、他人の物を占有するがその占有に業務性がない者（「業務
上」という不真正身分を欠くだけの者）が業務上の占有者と共に横領すれば§65Ⅱにより単純横領罪
の刑が科せられることとのバランスから、§65Ⅱの適用を認めたものと考えられる。

まとめ
●  教唆犯の成立には、●❶ 教唆行為、●❷ 被教唆者（正犯）による犯罪の実行、●❸ ●❶と 
●❷の間に因果関係があることが必要である。

●  従犯（幇助犯）の成立には、●❶ 幇助行為、●❷ 被幇助者（正犯）による犯罪の実行、 
●❸ ●❶により●❷が容易になったという因果関係があることが必要である。

●  行為者に一定の身分のあることが構成要件要素となっている犯罪を身分犯とい
い、身分のない共犯者にも§65により犯罪が成立する。

13 14

15

第 8  回
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※ 　刑訴法等の一部改正（平成28年 6月 3日公布）において、被疑者国選弁護制度の対象事件の拡大（平成
30年 6月 1日施行）と、弁護人の選任に係る事項の教示の充実（平成28年12月 1日施行）が図られたので、
注意が必要である（後述2参照）。

1犯罪事実の要旨の告知
　　犯罪事実（被疑事実）の要旨全部の告知が必要である。逮捕状の緊急執行のような
迅速性を要する状況がないため、罪名の告知・被疑事実の要旨の概要では足りない。

2弁護人選任権等の告知等
　⑴　（私選）弁護人選任権の告知
　　　被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨を告知しなければならない。
　　　被疑者に弁護人の有無を尋ね、既に弁護人があるときは、告知を要しない（§203Ⅱ）。

●弁護人選任権の告知手続●

＊1 　刑訴法等の一部改正により、弁護人選任権の告知に当たり、弁護人選任の申出方法等について教
示しなければならなくなった（§203Ⅲ、平成28年12月 1日施行）。

逮捕から48時間以内

時間制約なし（速やかに）

弁解の録取等

直ちに

犯罪事実の要旨の告知

引
致

留
置
の
必
要
性

検
察
官
に
送
致

留
置
し
て

取
調
べ

在
宅
の
ま
ま

取
調
べ

弁護人選任権等の告知

弁解の機会の付与

被疑者国選弁護制度の
内容の教示

留置

釈放

あり

なし

05

被疑者以外の弁護人選任権者が
選任した弁護人を含む。

告知＊1 申出告知必要

告知不要

被疑者は、弁護士・
弁護士会等を指定し
て弁護人の選任を申
し出ることができる
（§209・§78）

申出を受けた警察官
は、被疑者指定の弁
護士・弁護士会等へ
その旨を通知しなけ
ればならない

あり

なし
弁護人の
有無
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3引致の時期
　　引致は迅速になされる必要があるが、司法巡査が、❶ 被疑者を逮捕した場合、
❷ 現行犯逮捕した私人から現行犯人を受け取った場合のそれぞれにおいて、要求さ
れる迅速性の程度が異なる。

＊3 　「直ちに」とは、引致場所に身柄を連行するのに必要な最小限度の合理的時間内を意味する。なお、
夜間逮捕した時点で逮捕地管轄の被手配警察署に引致できたのに、あえて翌朝まで待ち、逮捕後約
11時間15分後に手配警察署に引致したことを違法とした判例がある（大阪地決昭58. 6 .28）。

引致を受けた司法警察員の措置

 ▶ 弁解の録取等
　司法警察員は、自ら被疑者を逮捕したとき又は司法巡査から被疑者の引致を受けたと
きは、直ちに、被疑者に犯罪事実の要旨・弁護人選任権を告知した上、弁解の機会を
与えるとともに（§203Ⅰ）、被疑者国選弁護制度の内容を教示しなければならない
（§203Ⅳ）。
　憲法§34前段の要請に基づく重要な手続であるため、被疑者が泥酔している場合等
でも、この手続を省略することは許されない。

引致が「直ちに」なされなかっ
た場合、逮捕手続は違法となる

逮捕者の確認等の手続にか
かる時間を考慮し、若干の
猶予を与えている

「直ちに」＊3引致

「速やかに」引致（§215Ⅰ）

❶

❷ 逮捕者の確認等
（§215Ⅱ）

引致を行う司法巡査

　引致を行う司法巡査は、被疑者を逮捕した司法巡査と同一である必要はない。
　例えば、逮捕した司法巡査が逮捕時に入院を要するような負傷をした場合、逮捕した当該司法巡査
が引致することは困難である。このような場合は、逮捕者から被逮捕者の身柄を受け取った司法巡査
が引致することとなる。

1歩
前へ

04



02

〈〈 事　例 〉〉
　動画投稿サイトに動画を投稿し、広告収入で生活をしている甲は、アクセス件数を
増やすために、動画視聴者の目を引く動画を撮影しようと考えた。某日、スーパーマー
ケットのX店に入店し、魚売り場に陳列されていた魚の切り身 1点を手に取り、直後
に商品の代金の支払をする意思を持ってその切り身をトレイから取り出して口の中に
入れ、これを食べながら店内をレジまで歩き、そこで空のトレイを店員に見せて、そ
の代金の支払を精算するまでの過程を動画撮影した。
　この場合、甲は、どのような刑責を負うか（住居侵入罪については別論とする）。

〈〈 擬律判断のポイント 〉〉
　代金を支払う意思を持ちながら、動画撮影のためにX店の魚の切り身の代金を支払
わずに食べた甲の行為について、窃盗罪の不法領得の意思が認められるか。

〈〈 ヒント 〉〉
○  権利者排除意思とは、他人の物を自己の所有物として、所有者でなければできないような態様
で利用する意思をいう。

○  利用処分意思とは、財物から生じる何らかの効用を享受する意思をいい、必ずしも経済的な目
的に限られない。

これを食べて話題にな
る動画を撮影しよう

後で代金を支
払えば大丈夫

代金の後払
いは困る

甲

切り身の管理
者は X店店長

X店

KOSUZO  December 2024

擬律判断トレーニング
第 8回　窃盗罪における不法領得の意思

03

〈〈 結　論 〉〉
　甲は、窃盗罪（刑法235条）の刑責を負う。

〈〈 解　説 〉〉
１　窃盗罪（刑法§235）
　⑴　意　義
　　　他人の財物を窃取することにより成立する。保護法益は財物に対する事実上の
占有である。

　⑵　客　体
　　　他人の占有する財物である。
　　ア　財　物
　　　　財物とは、財産的価値のある有体物及び電気（刑法245条）をいう。麻薬や覚

醒剤のような私人による所持等が禁じられている禁制品についても、物の所持
という事実上の状態（占有）それ自体が保護されるので、財物に当たり、刑法上
の保護の対象となる（最判昭26. 8 . 9 ）。

　　イ　占　有
　　　　占有とは、財物に対する事実的支配をいう。占有の有無は、占有の事実と占

有の意思を総合して、社会通念に従い判断される。
　⑶　行　為
　　　窃取とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己又は第三者
の占有に移転させる行為をいう。

　⑷　罪　数
　　　窃盗罪の罪数は、占有侵害の個数を基準に判断される。

２　不法領得の意思
　⑴　意　義
　　　窃盗罪の成立には、主観的要件として、故意のほかに不法領得の意思が必要とさ
れる。不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物として（権利
者排除意思）、これを利用又は処分する意思（利用処分意思）をいう（大判大4 . 5 .21）。

●不法領得の意思の概要●

＊1 　使用窃盗とは、他人の財物を無断で一時使用することであり、被害者への侵害が軽微であるため
不可罰とされている。

窃盗罪（刑法§235）不法領得
の意思

使用窃盗＊1（不可罰）
権利者排除意思

なし

あり

毀棄罪（刑法§261等）
あり

なし
利用処分意思
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匿名・流動型犯罪グループとは
　近年、各種資金獲得活動により得た収益を吸い上げている中核部分は匿名化され、
違法行為の実行者はSNSでその都度募集され流動化しているなどの特徴を有する新た
な形態の犯罪集団が、治安対策上の脅威となっている。
　警察では、こうした特徴を有する犯罪集団を「匿名・流動型犯罪グループ」（以下「ト
クリュウ」）として位置づけている。トクリュウの中には、資金の一部が暴力団に流れてい
るとみられるものや、暴力団構成員をグループの首領やメンバーとしているもの、暴力
団構成員と共謀して犯罪を行っているものも確認されているなど、暴力団との関係も指
摘されている一方、暴力団のようなはっきりとした組織構造やメンバーを持っていない。

トクリュウによる多様な資金獲得活動と利益の還流
　トクリュウは、その匿名性、流動性を利用して、繁華街・歓楽街における風俗関係
事犯、悪質ホストクラブ事犯、オンラインカジノに係る賭博事犯、特殊詐欺、SNS型
投資・ロマンス詐欺、組織的窃盗・盗品流通事犯、悪質リフォーム事犯等、近年、治
安上の課題となっている事犯に深く関与している実態があり、これらの資金獲得活動
によって得た資金を蓄えて風俗営業等の事業に充てるなど、犯罪収益等を還流させて
いる実態がある。
　警察では、部門や罪種にこだわることなく、犯罪実態やターゲットの活動実態に応
じた、警察の総合力を発揮できるような新たな体制を構築した上で、徹底した取締り
を推進し、トクリュウに対して効果的に打撃を与えるとともに、組犯法等の積極的な
適用により犯罪収益の剝奪を推進している。

トクリュウの特徴
■  トクリュウの中核的人物が、自らに捜査が及ばないようにするため、匿名性の高い通信手段を使用
して実行犯への指示をするなど、各種犯罪による収益を吸い上げる中核部分は匿名化されている。

■  SNSを通じるなどして緩やかに結び付いたメンバー同士が役割を細分化させ、犯罪の実行者はSNSで
その都度募集され、検挙されても新たな者が募集されるなど、流動化している。

■  トクリュウは、特殊詐欺等の様々な犯罪を敢行し、その収益を有力な資金源としているほか、犯罪
によって獲得した資金を風俗営業等の新たな資金獲得活動に充てるなど、その収益を還流させなが
ら、組織の中核部分が利益を得ている。

再校

匿名・流動型犯罪グループに係る総合対策
第 10 回

KOSUZO  May 2025警察実務
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トクリュウによる犯罪実行者の募集
　近年、犯罪を敢行するに当たって、SNS等において、「高額バイト」等の表現を用
いたり、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払を示唆したりするなど
して犯罪の実行犯を募集する手口による強盗等事件が相次いで発生し、治安上の大き
な課題となっており、このような犯罪の実行犯を募集する情報を「犯罪実行者募集情
報」（いわゆる「闇バイト」）という。
　令和 6年中に全国で特殊詐欺の受け子や出し子として検挙された2,229人のうち、
4割以上がSNSで犯罪実行者募集に応募したことがきっかけだったとみられている。

仮装身分捜査の導入

　警察は、インターネット等を通じて実行者の募集が行われていると認められる犯罪について、犯人を
検挙し、犯行を抑止するため、捜査員が犯罪の実行者の募集に応じて犯人に接触するに際し、当該捜査
員のものとは異なる顔貌、氏名、住所等が表示された文書等を提示して行う「仮装身分捜査」を導入す
ることとなった（令和 7年 1月23日付け警察庁通達「仮装身分捜査実施要領の制定について」）。

1歩
前へ

犯罪実行者募集情報の特徴
■ X（旧Twitter）等のSNSで、「高額」「即日即金」「ホワイト案件」等、「楽で、簡単、高収入」を強調する。
■  シグナルやテレグラムといった、一定期間が経過すると通信履歴が消去されるなどの機能を有する
匿名性の高い通信アプリに誘導し、応募者の個人情報（免許証、顔写真、住所等）を送信させた上で、
応募者が犯行を躊

ちゅう
躇
ちょ
したり、グループからの離脱意思を示したりした場合には、個人情報を把握し

ているという優位性を利用して脅迫するなどして服従させ、実行犯として繰り返し犯罪に加担させる。
■ 応募者が犯罪を敢行したとしても、約束した報酬が支払われない場合もある。

＊1 　直ちに違法とは評価されないものの、犯罪又は事件を誘発するおそれがあるなど、公共の安全と
秩序の維持の観点から放置することのできないものをいう。

＊2 　わいせつ関連情報、薬物関連情報、振り込め詐欺等関連情報、不正アクセス関連情報等、インター
ネット上の流通自体が法令に違反するものをいう。

インターネット・ホットラインセンター（IHC）の運用ガイドラインの改定

　令和 6年12月開催の犯罪対策閣僚会議「いわゆる『闇バイト』による強盗事件等から国民の生命・
財産を守るための緊急対策」において、バイト等の募集や募集者の氏名又は名称、住所、連絡先、業務
内容、就業場所及び賃金について記載がない求人情報が職業安定法等に違反する旨の記載を総務省の違
法情報ガイドラインに盛り込むことを決定した。これを踏まえ、令和 7年 2月、警察庁はIHCの運用ガ
イドライン（以下「ガイドライン」）を改定し、犯罪実行者募集情報の位置づけを、現在の「有害情報＊1」
から「違法情報＊2」に変更することを公表した。
　これにより、犯罪実行者募集情報に関する通報が増加し、事業者の削除率が向上することが期待され
ている。

1歩
前へ
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01 除
じょ
斥
せき

裁判官が被害者本人やその親族、被告人の親族
であるなど、不公平な裁判をするおそれがある
場合には、裁判官をその裁判から当然に排除す
る制度をいう（刑訴法§20）。例えば、裁判官は、
自己の子供や配偶者等が被告人となる裁判を担
当することはできない。

02 忌
き
避
ひ

除斥事由があること又はその他不公平な裁判を
するおそれがある場合、被告人・検察官等の申
立てにより、裁判官を裁判から排除する制度を
いう（刑訴法§21）。除斥事由がなくても忌避さ
れる場合があることと、当事者の申立てが必要
な点が除斥と異なる。

03 起
き
訴
そ
状
じょう
一
いっ
本
ぽん
主
しゅ
義
ぎ

起訴状に、裁判官に事件につき予断を生じさせ
るおそれのある資料等を添付・引用したり、余
事記載することを禁止し、起訴に際して提出で
きるのは起訴状だけとする考え方をいう（刑訴法
§256Ⅵ）。この結果、裁判官は全く白紙の状態
で第 1回公判期日を迎えることになり、中立的
な判断者の立場で裁判に臨むことになる。

04 裁
さい
判
ばん
の迅
じん
速
そく
化
か
に関
かん
する法

ほう
律
りつ

平成15年に制定されたもので、同法§2は、第
1審の訴訟手続を 2年以内のできるだけ短い期
間内に終わらせることを目標としている。

05 公
こう
判
はん
前
ぜん
整
せい
理
り
手
て
続
つづき

第 1回公判期日の開始前に、証拠の開示ととも
に、事件の争点及び証拠を整理し、審理計画を
立てる公判準備の手続をいい、裁判を効率的に
進めるためのものである。

06 伝
でん
聞
ぶん
証
しょう
拠
こ
排
はい
除
じょ
の原
げん
則
そく

裁判官の面前における反対尋問の機会にさらさ
れていない供述証拠（いわゆる又聞きの証拠）を
伝聞証拠といい、原則としてその証拠能力が否
定されることをいう（刑訴法§320Ⅰ）。

07 資
し
格
かく
を有
ゆう
する弁

べん
護
ご
人
にん

原則として、弁護士のことを意味する（刑訴法
§31Ⅰ）。

今月の用語解説
　法律の勉強は、英語などの語学の学習と似ています。まずは単語が読めて、かつ、そのおおよその意味が分かる
ことが大切です。そこで、基本 4法の本文中に登場する法律用語の中で、特に分かりにくい言葉や一般人には難解
な言葉に▼を付けて、その「読み」と「意味」をまとめました。意味は、法律を専門的に学んだことのない方でも
分かるように、法律的な正確さよりも分かりやすさを優先しました。
　本文を読んでいて、「この言葉、なんて読むの？」「この言葉、どういう意味？」とちょっとでも思ったら、面倒
でも「今月の用語解説」ページで読みや意味を 1つ 1つ確認してください。
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憲　法
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01 正
せい
犯
はん
の刑
けい
が科

か
せられる

正犯に科せられる刑罰（法定刑）の範囲内で刑罰
が科せられるという意味である。同じ法定刑の
範囲内で、正犯と教唆犯に科せられる刑がそれ
ぞれ決まるため、実際に科せられる刑は、教唆
犯の方が正犯よりも重くなることもあり得る。

02 法
ほう
定
てい
刑
けい

ある犯罪を犯した者に対して科するものとして
法律が規定している刑罰をいう。 刑法では、
「……をした者は、○○の刑に処する」というよ
うに、犯罪と刑罰がセットで規定されているこ
とが多い。また、例えば窃盗罪（§235）の法定
刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
とされているように、法定刑はある程度の幅を
持たせて規定されていることが多く、その範囲
内で当該犯罪を犯した者に対して科せられる刑
罰が決められる。

01 有
ゆう
責
せき
性
せい

行為をした人が、非難（処罰）されるだけの責任
を負っていることをいう。構成要件に該当すれ
ば責任があると推定されるから、有責性の有無
は、通常、責任を阻却する（なしにする）事由が
あるかどうかにより判断される。責任を阻却す
る事由としては、心神喪失（刑法§39Ⅰ）、刑事
未成年（刑法§41）等がある。

02 処
しょ
罰
ばつ
条
じょう
件
けん

犯罪を犯した者を処罰するための条件をいう。犯
罪が成立すれば、通常は犯人の処罰が認められ
るから、処罰条件は、通常、「○○の場合は罰し
ない」というように、処罰を阻却する（なしにす
る）事由として規定される。例えば、一定の親族
間で窃盗罪等を犯した場合に刑を免除すると定
める刑法§244Ⅰ（親族相盗例）がこれに当たる。

03 構
こう
成
せい
要
よう
件
けん
該
がい
当
とう
性
せい

刑法等の条文で規定されている犯罪の型（タイ
プ）に当てはまることをいう。構成要件に該当す
る行為は、違法かつ有責なものと推定される。

04 違
い
法
ほう
性
せい

法に違反していることをいう。構成要件に該当
していれば違法であると推定されるから、違法
性の有無は、通常、違法性を阻却する（なしにす
る）事由があるかどうかにより判断される。違法
性を阻却する事由としては、正当防衛（刑法§36
Ⅰ）、緊急避難（刑法§37Ⅰ本文）等がある。

05 合
ごう
理
り
的
てき

理屈に合っている、筋が通っているという意味
である。したがって、合理的な判断においては、
判断する者の思惑や都合に左右されず、誰から
見ても納得のいく結論が導かれることになる。

06 従
したが
う法
ほう
的
てき
義
ぎ
務
む
を負

お
わない

従うことを強制されない、従わなくても処罰さ
れないという意味である。

07 即
そく
時
じ
強
きょう
制
せい

緊急の必要があって事前に国民に義務を課する
余裕がない場合、義務を課する相手が分からな
い場合等において、義務の課せられていない者
の身体・財産に直接実力を行使することによっ
て行政目的を達成することをいう。

行政法

刑　法

判例カード
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方法の錯誤と法定的符合説

事 案
Ⅰ 　甲は、警ら中の警察官Aから拳銃を強取しようと考え、Aの背後約 1mの距離
から、殺意を持って手製装薬銃（建設用びょう打銃を改造したもの）を発射したと
ころ、当該びょうはAの胸部を貫通し加療約 5週間の怪我を負わせたが、Aの反
抗を抑圧するに至らなかったため、何もとらずに逃走した。

Ⅱ 　このびょうは、さらに、たまたまAの約30m前方を歩いていた通行人Bの背中
にも当たり重傷を負わせた。そのため、甲は、Aのほか、Bとの関係でも強盗殺人
未遂罪（刑法240条、243条）の刑責を問われた。

論 点
　狙っていない客体Bに対しても、殺意を認めることができるか。

刑　法

［最判昭53. 7 .28］
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刑　法
判例の考え方
　甲は、Bに対して被害を加えることを認識・認容しておらず、認識していた犯罪
事実（Aを狙う）と現実に発生した事実（Aのほか、Bに当たる）との間に不一致がある。

　　　　↓しかし

　犯人が認識した犯罪事実と現実に発生した事実とが必ずしも具体的に一致するこ
とは必要でなく、不一致が法定（＝構成要件）の範囲内にとどまるのであれば、現実
に発生した事実について故意を認めることができるから（法定的符合説）、殺意を持っ
て殺害行為に出た以上、認識していない者に対してその結果が発生した場合にも、
その結果について殺意を認めることができる。

　　　　↓これを本件についてみると

　Aに対する殺意がある以上、Bに対する殺意も認めることができるから、Bに対す
る殺人未遂が成立する。

　　　　↓そして

　殺人未遂行為が、強盗の手段として行われているから、Aとの関係ではもとより、
Bとの関係でも強盗殺人未遂罪が成立する。そして、 1個の行為で 2罪が成立して
いるから、Aに対する強盗殺人未遂罪とBに対する強盗殺人未遂罪は観念的競合（刑
法54条 1項前段）の関係となる。　

Q & A

Q1　本判例は、行為者甲が、Aの背後 1mから発砲すれば、貫通した弾丸が別
の者に当たることは容易に想定できることから、Bに対する殺人の未必の
故意が認められるとして、甲のBに対する殺意を認めた。

A1  Bに対する未必の故意が認められなかったことが、本判例の前提であ
るから、問題文は誤り。本判例は、甲がBに対して被害を加えること
を認識・認容していなかったことを前提に、認識していた犯罪事実と
現実に発生した事実との間に不一致がある場合に、当該不一致が構成
要件の範囲内にとどまるのであれば、現実に発生した事実について故
意を認めることができるとし、Aに対する殺意がある以上、Bに対す
る殺意も認めることができ、Bに対する強盗殺人未遂罪が成立すると
した。
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〈〈 事　例 〉〉
　動画投稿サイトに動画を投稿し、広告収入で生活をしている甲は、アクセス件数を
増やすために、動画視聴者の目を引く動画を撮影しようと考えた。某日、スーパーマー
ケットのX店に入店し、魚売り場に陳列されていた魚の切り身 1点を手に取り、直後
に商品の代金の支払をする意思を持ってその切り身をトレイから取り出して口の中に
入れ、これを食べながら店内をレジまで歩き、そこで空のトレイを店員に見せて、そ
の代金の支払を精算するまでの過程を動画撮影した。
　この場合、甲は、どのような刑責を負うか（住居侵入罪については別論とする）。

〈〈 擬律判断のポイント 〉〉
　代金を支払う意思を持ちながら、動画撮影のためにX店の魚の切り身の代金を支払
わずに食べた甲の行為について、窃盗罪の不法領得の意思が認められるか。

〈〈 ヒント 〉〉
○  権利者排除意思とは、他人の物を自己の所有物として、所有者でなければできないような態様
で利用する意思をいう。

○  利用処分意思とは、財物から生じる何らかの効用を享受する意思をいい、必ずしも経済的な目
的に限られない。

これを食べて話題にな
る動画を撮影しよう

後で代金を支
払えば大丈夫

代金の後払
いは困る

甲

切り身の管理
者は X店店長

X店

KOSUZO  December 2024

擬律判断トレーニング
第 8回　窃盗罪における不法領得の意思
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〈〈 結　論 〉〉
　甲は、窃盗罪（刑法235条）の刑責を負う。

〈〈 解　説 〉〉
１　窃盗罪（刑法§235）
　⑴　意　義
　　　他人の財物を窃取することにより成立する。保護法益は財物に対する事実上の
占有である。

　⑵　客　体
　　　他人の占有する財物である。
　　ア　財　物
　　　　財物とは、財産的価値のある有体物及び電気（刑法245条）をいう。麻薬や覚

醒剤のような私人による所持等が禁じられている禁制品についても、物の所持
という事実上の状態（占有）それ自体が保護されるので、財物に当たり、刑法上
の保護の対象となる（最判昭26. 8 . 9 ）。

　　イ　占　有
　　　　占有とは、財物に対する事実的支配をいう。占有の有無は、占有の事実と占

有の意思を総合して、社会通念に従い判断される。
　⑶　行　為
　　　窃取とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己又は第三者
の占有に移転させる行為をいう。

　⑷　罪　数
　　　窃盗罪の罪数は、占有侵害の個数を基準に判断される。

２　不法領得の意思
　⑴　意　義
　　　窃盗罪の成立には、主観的要件として、故意のほかに不法領得の意思が必要とさ
れる。不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物として（権利
者排除意思）、これを利用又は処分する意思（利用処分意思）をいう（大判大4 . 5 .21）。

●不法領得の意思の概要●

＊1 　使用窃盗とは、他人の財物を無断で一時使用することであり、被害者への侵害が軽微であるため
不可罰とされている。

窃盗罪（刑法§235）不法領得
の意思

使用窃盗＊1（不可罰）
権利者排除意思

なし

あり

毀棄罪（刑法§261等）
あり

なし
利用処分意思
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匿名・流動型犯罪グループとは
　近年、各種資金獲得活動により得た収益を吸い上げている中核部分は匿名化され、
違法行為の実行者はSNSでその都度募集され流動化しているなどの特徴を有する新た
な形態の犯罪集団が、治安対策上の脅威となっている。
　警察では、こうした特徴を有する犯罪集団を「匿名・流動型犯罪グループ」（以下「ト
クリュウ」）として位置づけている。トクリュウの中には、資金の一部が暴力団に流れてい
るとみられるものや、暴力団構成員をグループの首領やメンバーとしているもの、暴力
団構成員と共謀して犯罪を行っているものも確認されているなど、暴力団との関係も指
摘されている一方、暴力団のようなはっきりとした組織構造やメンバーを持っていない。

トクリュウによる多様な資金獲得活動と利益の還流
　トクリュウは、その匿名性、流動性を利用して、繁華街・歓楽街における風俗関係
事犯、悪質ホストクラブ事犯、オンラインカジノに係る賭博事犯、特殊詐欺、SNS型
投資・ロマンス詐欺、組織的窃盗・盗品流通事犯、悪質リフォーム事犯等、近年、治
安上の課題となっている事犯に深く関与している実態があり、これらの資金獲得活動
によって得た資金を蓄えて風俗営業等の事業に充てるなど、犯罪収益等を還流させて
いる実態がある。
　警察では、部門や罪種にこだわることなく、犯罪実態やターゲットの活動実態に応
じた、警察の総合力を発揮できるような新たな体制を構築した上で、徹底した取締り
を推進し、トクリュウに対して効果的に打撃を与えるとともに、組犯法等の積極的な
適用により犯罪収益の剝奪を推進している。

トクリュウの特徴
■  トクリュウの中核的人物が、自らに捜査が及ばないようにするため、匿名性の高い通信手段を使用
して実行犯への指示をするなど、各種犯罪による収益を吸い上げる中核部分は匿名化されている。

■  SNSを通じるなどして緩やかに結び付いたメンバー同士が役割を細分化させ、犯罪の実行者はSNSで
その都度募集され、検挙されても新たな者が募集されるなど、流動化している。

■  トクリュウは、特殊詐欺等の様々な犯罪を敢行し、その収益を有力な資金源としているほか、犯罪
によって獲得した資金を風俗営業等の新たな資金獲得活動に充てるなど、その収益を還流させなが
ら、組織の中核部分が利益を得ている。

再校

匿名・流動型犯罪グループに係る総合対策
第 10 回

KOSUZO  May 2025警察実務
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トクリュウによる犯罪実行者の募集
　近年、犯罪を敢行するに当たって、SNS等において、「高額バイト」等の表現を用
いたり、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払を示唆したりするなど
して犯罪の実行犯を募集する手口による強盗等事件が相次いで発生し、治安上の大き
な課題となっており、このような犯罪の実行犯を募集する情報を「犯罪実行者募集情
報」（いわゆる「闇バイト」）という。
　令和 6年中に全国で特殊詐欺の受け子や出し子として検挙された2,229人のうち、
4割以上がSNSで犯罪実行者募集に応募したことがきっかけだったとみられている。

仮装身分捜査の導入

　警察は、インターネット等を通じて実行者の募集が行われていると認められる犯罪について、犯人を
検挙し、犯行を抑止するため、捜査員が犯罪の実行者の募集に応じて犯人に接触するに際し、当該捜査
員のものとは異なる顔貌、氏名、住所等が表示された文書等を提示して行う「仮装身分捜査」を導入す
ることとなった（令和 7年 1月23日付け警察庁通達「仮装身分捜査実施要領の制定について」）。

1歩
前へ

犯罪実行者募集情報の特徴
■ X（旧Twitter）等のSNSで、「高額」「即日即金」「ホワイト案件」等、「楽で、簡単、高収入」を強調する。
■  シグナルやテレグラムといった、一定期間が経過すると通信履歴が消去されるなどの機能を有する
匿名性の高い通信アプリに誘導し、応募者の個人情報（免許証、顔写真、住所等）を送信させた上で、
応募者が犯行を躊

ちゅう
躇
ちょ
したり、グループからの離脱意思を示したりした場合には、個人情報を把握し

ているという優位性を利用して脅迫するなどして服従させ、実行犯として繰り返し犯罪に加担させる。
■ 応募者が犯罪を敢行したとしても、約束した報酬が支払われない場合もある。

＊1 　直ちに違法とは評価されないものの、犯罪又は事件を誘発するおそれがあるなど、公共の安全と
秩序の維持の観点から放置することのできないものをいう。

＊2 　わいせつ関連情報、薬物関連情報、振り込め詐欺等関連情報、不正アクセス関連情報等、インター
ネット上の流通自体が法令に違反するものをいう。

インターネット・ホットラインセンター（IHC）の運用ガイドラインの改定

　令和 6年12月開催の犯罪対策閣僚会議「いわゆる『闇バイト』による強盗事件等から国民の生命・
財産を守るための緊急対策」において、バイト等の募集や募集者の氏名又は名称、住所、連絡先、業務
内容、就業場所及び賃金について記載がない求人情報が職業安定法等に違反する旨の記載を総務省の違
法情報ガイドラインに盛り込むことを決定した。これを踏まえ、令和 7年 2月、警察庁はIHCの運用ガ
イドライン（以下「ガイドライン」）を改定し、犯罪実行者募集情報の位置づけを、現在の「有害情報＊1」
から「違法情報＊2」に変更することを公表した。
　これにより、犯罪実行者募集情報に関する通報が増加し、事業者の削除率が向上することが期待され
ている。

1歩
前へ

38

01 除
じょ
斥
せき

裁判官が被害者本人やその親族、被告人の親族
であるなど、不公平な裁判をするおそれがある
場合には、裁判官をその裁判から当然に排除す
る制度をいう（刑訴法§20）。例えば、裁判官は、
自己の子供や配偶者等が被告人となる裁判を担
当することはできない。

02 忌
き
避
ひ

除斥事由があること又はその他不公平な裁判を
するおそれがある場合、被告人・検察官等の申
立てにより、裁判官を裁判から排除する制度を
いう（刑訴法§21）。除斥事由がなくても忌避さ
れる場合があることと、当事者の申立てが必要
な点が除斥と異なる。

03 起
き
訴
そ
状
じょう
一
いっ
本
ぽん
主
しゅ
義
ぎ

起訴状に、裁判官に事件につき予断を生じさせ
るおそれのある資料等を添付・引用したり、余
事記載することを禁止し、起訴に際して提出で
きるのは起訴状だけとする考え方をいう（刑訴法
§256Ⅵ）。この結果、裁判官は全く白紙の状態
で第 1回公判期日を迎えることになり、中立的
な判断者の立場で裁判に臨むことになる。

04 裁
さい
判
ばん
の迅
じん
速
そく
化
か
に関
かん
する法

ほう
律
りつ

平成15年に制定されたもので、同法§2は、第
1審の訴訟手続を 2年以内のできるだけ短い期
間内に終わらせることを目標としている。

05 公
こう
判
はん
前
ぜん
整
せい
理
り
手
て
続
つづき

第 1回公判期日の開始前に、証拠の開示ととも
に、事件の争点及び証拠を整理し、審理計画を
立てる公判準備の手続をいい、裁判を効率的に
進めるためのものである。

06 伝
でん
聞
ぶん
証
しょう
拠
こ
排
はい
除
じょ
の原
げん
則
そく

裁判官の面前における反対尋問の機会にさらさ
れていない供述証拠（いわゆる又聞きの証拠）を
伝聞証拠といい、原則としてその証拠能力が否
定されることをいう（刑訴法§320Ⅰ）。

07 資
し
格
かく
を有
ゆう
する弁

べん
護
ご
人
にん

原則として、弁護士のことを意味する（刑訴法
§31Ⅰ）。

今月の用語解説
　法律の勉強は、英語などの語学の学習と似ています。まずは単語が読めて、かつ、そのおおよその意味が分かる
ことが大切です。そこで、基本 4法の本文中に登場する法律用語の中で、特に分かりにくい言葉や一般人には難解
な言葉に▼を付けて、その「読み」と「意味」をまとめました。意味は、法律を専門的に学んだことのない方でも
分かるように、法律的な正確さよりも分かりやすさを優先しました。
　本文を読んでいて、「この言葉、なんて読むの？」「この言葉、どういう意味？」とちょっとでも思ったら、面倒
でも「今月の用語解説」ページで読みや意味を 1つ 1つ確認してください。
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01 正
せい
犯
はん
の刑
けい
が科

か
せられる

正犯に科せられる刑罰（法定刑）の範囲内で刑罰
が科せられるという意味である。同じ法定刑の
範囲内で、正犯と教唆犯に科せられる刑がそれ
ぞれ決まるため、実際に科せられる刑は、教唆
犯の方が正犯よりも重くなることもあり得る。

02 法
ほう
定
てい
刑
けい

ある犯罪を犯した者に対して科するものとして
法律が規定している刑罰をいう。 刑法では、
「……をした者は、○○の刑に処する」というよ
うに、犯罪と刑罰がセットで規定されているこ
とが多い。また、例えば窃盗罪（§235）の法定
刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
とされているように、法定刑はある程度の幅を
持たせて規定されていることが多く、その範囲
内で当該犯罪を犯した者に対して科せられる刑
罰が決められる。

01 有
ゆう
責
せき
性
せい

行為をした人が、非難（処罰）されるだけの責任
を負っていることをいう。構成要件に該当すれ
ば責任があると推定されるから、有責性の有無
は、通常、責任を阻却する（なしにする）事由が
あるかどうかにより判断される。責任を阻却す
る事由としては、心神喪失（刑法§39Ⅰ）、刑事
未成年（刑法§41）等がある。

02 処
しょ
罰
ばつ
条
じょう
件
けん

犯罪を犯した者を処罰するための条件をいう。犯
罪が成立すれば、通常は犯人の処罰が認められ
るから、処罰条件は、通常、「○○の場合は罰し
ない」というように、処罰を阻却する（なしにす
る）事由として規定される。例えば、一定の親族
間で窃盗罪等を犯した場合に刑を免除すると定
める刑法§244Ⅰ（親族相盗例）がこれに当たる。

03 構
こう
成
せい
要
よう
件
けん
該
がい
当
とう
性
せい

刑法等の条文で規定されている犯罪の型（タイ
プ）に当てはまることをいう。構成要件に該当す
る行為は、違法かつ有責なものと推定される。

04 違
い
法
ほう
性
せい

法に違反していることをいう。構成要件に該当
していれば違法であると推定されるから、違法
性の有無は、通常、違法性を阻却する（なしにす
る）事由があるかどうかにより判断される。違法
性を阻却する事由としては、正当防衛（刑法§36
Ⅰ）、緊急避難（刑法§37Ⅰ本文）等がある。

05 合
ごう
理
り
的
てき

理屈に合っている、筋が通っているという意味
である。したがって、合理的な判断においては、
判断する者の思惑や都合に左右されず、誰から
見ても納得のいく結論が導かれることになる。

06 従
したが
う法
ほう
的
てき
義
ぎ
務
む
を負

お
わない

従うことを強制されない、従わなくても処罰さ
れないという意味である。

07 即
そく
時
じ
強
きょう
制
せい

緊急の必要があって事前に国民に義務を課する
余裕がない場合、義務を課する相手が分からな
い場合等において、義務の課せられていない者
の身体・財産に直接実力を行使することによっ
て行政目的を達成することをいう。

行政法

刑　法

判例カード
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方法の錯誤と法定的符合説

事 案
Ⅰ 　甲は、警ら中の警察官Aから拳銃を強取しようと考え、Aの背後約 1mの距離
から、殺意を持って手製装薬銃（建設用びょう打銃を改造したもの）を発射したと
ころ、当該びょうはAの胸部を貫通し加療約 5週間の怪我を負わせたが、Aの反
抗を抑圧するに至らなかったため、何もとらずに逃走した。

Ⅱ 　このびょうは、さらに、たまたまAの約30m前方を歩いていた通行人Bの背中
にも当たり重傷を負わせた。そのため、甲は、Aのほか、Bとの関係でも強盗殺人
未遂罪（刑法240条、243条）の刑責を問われた。

論 点
　狙っていない客体Bに対しても、殺意を認めることができるか。

刑　法

［最判昭53. 7 .28］

44

刑　法
判例の考え方
　甲は、Bに対して被害を加えることを認識・認容しておらず、認識していた犯罪
事実（Aを狙う）と現実に発生した事実（Aのほか、Bに当たる）との間に不一致がある。

　　　　↓しかし

　犯人が認識した犯罪事実と現実に発生した事実とが必ずしも具体的に一致するこ
とは必要でなく、不一致が法定（＝構成要件）の範囲内にとどまるのであれば、現実
に発生した事実について故意を認めることができるから（法定的符合説）、殺意を持っ
て殺害行為に出た以上、認識していない者に対してその結果が発生した場合にも、
その結果について殺意を認めることができる。

　　　　↓これを本件についてみると

　Aに対する殺意がある以上、Bに対する殺意も認めることができるから、Bに対す
る殺人未遂が成立する。

　　　　↓そして

　殺人未遂行為が、強盗の手段として行われているから、Aとの関係ではもとより、
Bとの関係でも強盗殺人未遂罪が成立する。そして、 1個の行為で 2罪が成立して
いるから、Aに対する強盗殺人未遂罪とBに対する強盗殺人未遂罪は観念的競合（刑
法54条 1項前段）の関係となる。　

Q & A

Q1　本判例は、行為者甲が、Aの背後 1mから発砲すれば、貫通した弾丸が別
の者に当たることは容易に想定できることから、Bに対する殺人の未必の
故意が認められるとして、甲のBに対する殺意を認めた。

A1  Bに対する未必の故意が認められなかったことが、本判例の前提であ
るから、問題文は誤り。本判例は、甲がBに対して被害を加えること
を認識・認容していなかったことを前提に、認識していた犯罪事実と
現実に発生した事実との間に不一致がある場合に、当該不一致が構成
要件の範囲内にとどまるのであれば、現実に発生した事実について故
意を認めることができるとし、Aに対する殺意がある以上、Bに対す
る殺意も認めることができ、Bに対する強盗殺人未遂罪が成立すると
した。
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01 憲法

次は、憲法37条に規定する被告人の権利に関する記述であるが、誤りはど
れか。

⑴　憲法37条 1 項は、被告人に対し、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利
を保障しており、「公開裁判」とは、その対審及び判決が公開の法廷で行われる裁
判をいう。

⑵　犯罪被害者の保護のため、刑事訴訟法が定める遮
しゃ

蔽
へい

措置やビデオリンク方式に
よって証人尋問が行われても、裁判の公開の原則に反しない。
⑶　被告人は、公判で自己に不利益な証言をした証人に対して反対尋問をする証人尋
問権を有する。
⑷　憲法37条 2項後段は、被告人が公費で自己のために強制的手続により証人を求め
る権利である証人喚問権を保障しており、被告人が有罪判決を受けた場合でも、被
告人に訴訟費用の負担を命じることはできない。
⑸　憲法37条 3項前段は、被告人に対して弁護人依頼権を保障している。

02 憲法

次は、受益権に関する記述であるが、誤りはどれか。

⑴　憲法16条は、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又
は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を保障している。
⑵　憲法17条は、公務員の不法行為に対し損害賠償を請求する権利を保障しており、
本条を受けて制定された国家賠償法は、公務員の不法行為については国又は公共団
体が賠償責任を負うとしている。

⑶　憲法32条は、全ての個人が民事事件、刑事事件、行政事件について、裁判所に
よる裁判を受ける権利を保障している。
⑷　裁判を受ける権利の「裁判」には、家庭裁判所で行われる家事審判のような訴訟
事件ではない事件（非訟事件）の裁判は含まれない。
⑸　国家賠償請求権と刑事補償請求権を同時に行使することはできない。

ちょこトレ 一問一答

006

憲法

Q01 憲法37条 3項前段は、被告人に対して弁護人依頼権を保障している。 A01 憲法37条 3 項の趣旨は、被告人に弁護人依頼の機会を確保するという
目的と、そのことを実質的に保障するために、国選弁護人の提供を行
うことにある。

○

警察行政法

Q02 都道府県公安委員会が行う監察の指示は、捜査活動や警備実施のような専
門的・技術的な知識を要する事務に関しては行われない。

A02 「専門的・技術的な知識を要する事務に関しては行われない」は誤り。
警察法43条の 2は、平成12年の法改正で、都道府県公安委員会が、専
門的・技術的な知識を要する事務についても、具体的又は個別的な事
項にわたる監察の指示ができることを明確化したものである。

×

Q03 警察官職務執行法 5条の制止は、犯罪行為によって人の生命若しくは身体
に危険が及び、又は財産に重大な損害を受けるおそれがあって、急を要す
る場合に限り認められる。

A03 警職法 5条の制止は、客観的にみて、警告等の手段では対応できない
ほど事態が切迫し、その時点で制止しなければ犯罪行為が行われてし
まうと判断できる場合に、犯罪行為を行うことを強制的にやめさせる
権限を警察官に与えたものである。

○

Q04 職務命令に従う義務に違反することは、懲戒処分の対象になるとともに、
刑事罰の対象にもなる。

A04 「刑事罰の対象にもなる」は誤り。上司の職務上の命令に違反した場
合、懲戒処分の対象にはなるが（地公法29条 1 項）、同違反について罰
則を定めた規定はないため、刑事罰の対象にはならない。

×

刑法

Q05 実行行為と結果との間に、第三者又は被害者の行為が介在した場合には、
因果関係が否定される。

A05 「因果関係が否定される」は誤り。実行行為と結果との間に、第三者
又は被害者の故意・過失行為が介在している場合であっても、生じた
結果が当該実行行為の危険性が現実化したものと評価できるのであれ
ば、因果関係は否定されない（最決平24. 2 . 8 ）。

×

Q06 教唆犯と従犯には、どちらも正犯の刑を減軽した刑が科せられる。 A06 教唆犯（刑法61条 1 項）については、「正犯の刑を減軽した刑」ではな
く、「正犯の刑」が科せられるから、問題文は誤り。なお、従犯（刑法
62条 1項）については正しい（刑法63条）。

×
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論文 逮捕の現場における捜索・差押え

　X警察署管内において窃盗事件が多発していたことから、よう撃捜査を実施した
ところ、警察官Aは盗品手配されている車両を発見した。その際、男（甲）が同車両
に近づいてくるのを認めたが、同人は警察官の姿を見たとたん逃走しようとした
ため、同僚と協力してこれを確保し職務質問を開始した。甲は、質問に対し当該
車両を窃取した旨を供述したことから、Aらは甲を緊急逮捕し、同車両につき無令
状で捜索を実施したところ、車内から、本件窃盗とは無関係の銃砲刀剣類所持等
取締法22条に抵触するナイフ（甲所有）が見つかった。
　車両の捜索の適法性について検討した上、ナイフを取得するために、Aらはどのよ
うな対応をとるべきかについて述べなさい（甲の緊急逮捕は適法であるものとする）。

逮捕の現場における捜索・差押え

⑴ 逮捕する
場合

単なる時点よりも幅のある、逮捕する際をいい、逮捕との時
間的接着を必要とするが、逮捕着手時の前後関係は問わない。

⑵ 逮捕の現場 一般的に逮捕行為の着手から完了に至るまでの逮捕の場所及
びこれと直接接続する限られた範囲の空間をいう。

⑶ 捜索の範囲 当該逮捕現場である場所、逮捕現場内にある物及びその場所
内にいる人の身体である。

⑷ 捜索の対
象物

逮捕理由となっている被疑事実に関する証拠に限られ、他の
犯罪に関連する物の捜索・差押えをすることはできない。

コメント： 「令状によらない捜索・差押え」「逮捕に伴う捜索・差押え」といわれることもある。逮
捕の現場においては、逮捕者の安全を確保する必要性、被逮捕者による証拠の隠滅を防

止する必要性、及び証拠物がある蓋
がい

然
ぜん

性
せい

が高いため、令状によらずに捜索・差押え・検

証を行うことが認められている。

論点カード 刑事訴訟法
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答案の流れ

逮捕の現場における捜索・差押え

・ 逮捕する
場合

・逮捕の現場

・捜索の範囲
・ 捜索の対
象物

・逮捕との時間的接着
・逮捕着手の前後不問
・ 逮捕行為の着手から完了に至るまでの逮
捕の場所

・これと直接接続する場所
・逮捕現場、現場内の物・人の身体
・被疑事実に関する証拠　

 

他事件の証拠品を発見した際の措置

・領　置

・ 逮捕現場
で差押え

・ 新たな差押 
許可状によ 
る差押え

・ 任意提出権者（所有者、所持者、保管者）から任意提出を受け
て領置

・証拠物件が所持禁制品で被疑者が立ち会っている場合
　→現行犯逮捕し、逮捕の現場における令状によらない差押え
・任意提出及び現行犯逮捕が困難な場合
　→当該証拠品について別途差押え許可状を得て差押え

 

設問事例の検討及び結論

・車両の捜索

・ ナイフの
取得

・緊急逮捕の際＋逮捕の現場＋現場内の車両（盗品）
　　　　　↓
　逮捕の現場における捜索として適法
・逮捕理由である窃盗の証拠ではない。
　→緊急逮捕に伴う差押え不可
　　　　　↓そこで
・任意提出を受けて領置
　　　　　or
・銃刀法違反で現行犯逮捕して差押え

論点カード
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01 憲法

次は、憲法37条に規定する被告人の権利に関する記述であるが、誤りはど
れか。

⑴　憲法37条 1 項は、被告人に対し、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利
を保障しており、「公開裁判」とは、その対審及び判決が公開の法廷で行われる裁
判をいう。

⑵　犯罪被害者の保護のため、刑事訴訟法が定める遮
しゃ

蔽
へい

措置やビデオリンク方式に
よって証人尋問が行われても、裁判の公開の原則に反しない。
⑶　被告人は、公判で自己に不利益な証言をした証人に対して反対尋問をする証人尋
問権を有する。
⑷　憲法37条 2項後段は、被告人が公費で自己のために強制的手続により証人を求め
る権利である証人喚問権を保障しており、被告人が有罪判決を受けた場合でも、被
告人に訴訟費用の負担を命じることはできない。
⑸　憲法37条 3項前段は、被告人に対して弁護人依頼権を保障している。

02 憲法

次は、受益権に関する記述であるが、誤りはどれか。

⑴　憲法16条は、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又
は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を保障している。
⑵　憲法17条は、公務員の不法行為に対し損害賠償を請求する権利を保障しており、
本条を受けて制定された国家賠償法は、公務員の不法行為については国又は公共団
体が賠償責任を負うとしている。

⑶　憲法32条は、全ての個人が民事事件、刑事事件、行政事件について、裁判所に
よる裁判を受ける権利を保障している。
⑷　裁判を受ける権利の「裁判」には、家庭裁判所で行われる家事審判のような訴訟
事件ではない事件（非訟事件）の裁判は含まれない。
⑸　国家賠償請求権と刑事補償請求権を同時に行使することはできない。

ちょこトレ 一問一答
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憲法

Q01 憲法37条 3項前段は、被告人に対して弁護人依頼権を保障している。 A01 憲法37条 3 項の趣旨は、被告人に弁護人依頼の機会を確保するという
目的と、そのことを実質的に保障するために、国選弁護人の提供を行
うことにある。

○

警察行政法

Q02 都道府県公安委員会が行う監察の指示は、捜査活動や警備実施のような専
門的・技術的な知識を要する事務に関しては行われない。

A02 「専門的・技術的な知識を要する事務に関しては行われない」は誤り。
警察法43条の 2は、平成12年の法改正で、都道府県公安委員会が、専
門的・技術的な知識を要する事務についても、具体的又は個別的な事
項にわたる監察の指示ができることを明確化したものである。

×

Q03 警察官職務執行法 5条の制止は、犯罪行為によって人の生命若しくは身体
に危険が及び、又は財産に重大な損害を受けるおそれがあって、急を要す
る場合に限り認められる。

A03 警職法 5条の制止は、客観的にみて、警告等の手段では対応できない
ほど事態が切迫し、その時点で制止しなければ犯罪行為が行われてし
まうと判断できる場合に、犯罪行為を行うことを強制的にやめさせる
権限を警察官に与えたものである。

○

Q04 職務命令に従う義務に違反することは、懲戒処分の対象になるとともに、
刑事罰の対象にもなる。

A04 「刑事罰の対象にもなる」は誤り。上司の職務上の命令に違反した場
合、懲戒処分の対象にはなるが（地公法29条 1 項）、同違反について罰
則を定めた規定はないため、刑事罰の対象にはならない。

×

刑法

Q05 実行行為と結果との間に、第三者又は被害者の行為が介在した場合には、
因果関係が否定される。

A05 「因果関係が否定される」は誤り。実行行為と結果との間に、第三者
又は被害者の故意・過失行為が介在している場合であっても、生じた
結果が当該実行行為の危険性が現実化したものと評価できるのであれ
ば、因果関係は否定されない（最決平24. 2 . 8 ）。

×

Q06 教唆犯と従犯には、どちらも正犯の刑を減軽した刑が科せられる。 A06 教唆犯（刑法61条 1 項）については、「正犯の刑を減軽した刑」ではな
く、「正犯の刑」が科せられるから、問題文は誤り。なお、従犯（刑法
62条 1項）については正しい（刑法63条）。

×
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論文 逮捕の現場における捜索・差押え

　X警察署管内において窃盗事件が多発していたことから、よう撃捜査を実施した
ところ、警察官Aは盗品手配されている車両を発見した。その際、男（甲）が同車両
に近づいてくるのを認めたが、同人は警察官の姿を見たとたん逃走しようとした
ため、同僚と協力してこれを確保し職務質問を開始した。甲は、質問に対し当該
車両を窃取した旨を供述したことから、Aらは甲を緊急逮捕し、同車両につき無令
状で捜索を実施したところ、車内から、本件窃盗とは無関係の銃砲刀剣類所持等
取締法22条に抵触するナイフ（甲所有）が見つかった。
　車両の捜索の適法性について検討した上、ナイフを取得するために、Aらはどのよ
うな対応をとるべきかについて述べなさい（甲の緊急逮捕は適法であるものとする）。

逮捕の現場における捜索・差押え

⑴ 逮捕する
場合

単なる時点よりも幅のある、逮捕する際をいい、逮捕との時
間的接着を必要とするが、逮捕着手時の前後関係は問わない。

⑵ 逮捕の現場 一般的に逮捕行為の着手から完了に至るまでの逮捕の場所及
びこれと直接接続する限られた範囲の空間をいう。

⑶ 捜索の範囲 当該逮捕現場である場所、逮捕現場内にある物及びその場所
内にいる人の身体である。

⑷ 捜索の対
象物

逮捕理由となっている被疑事実に関する証拠に限られ、他の
犯罪に関連する物の捜索・差押えをすることはできない。

コメント： 「令状によらない捜索・差押え」「逮捕に伴う捜索・差押え」といわれることもある。逮
捕の現場においては、逮捕者の安全を確保する必要性、被逮捕者による証拠の隠滅を防

止する必要性、及び証拠物がある蓋
がい

然
ぜん

性
せい

が高いため、令状によらずに捜索・差押え・検

証を行うことが認められている。

論点カード 刑事訴訟法

112

答案の流れ

逮捕の現場における捜索・差押え

・ 逮捕する
場合

・逮捕の現場

・捜索の範囲
・ 捜索の対
象物

・逮捕との時間的接着
・逮捕着手の前後不問
・ 逮捕行為の着手から完了に至るまでの逮
捕の場所

・これと直接接続する場所
・逮捕現場、現場内の物・人の身体
・被疑事実に関する証拠　

 

他事件の証拠品を発見した際の措置

・領　置

・ 逮捕現場
で差押え

・ 新たな差押 
許可状によ 
る差押え

・ 任意提出権者（所有者、所持者、保管者）から任意提出を受け
て領置

・証拠物件が所持禁制品で被疑者が立ち会っている場合
　→現行犯逮捕し、逮捕の現場における令状によらない差押え
・任意提出及び現行犯逮捕が困難な場合
　→当該証拠品について別途差押え許可状を得て差押え

 

設問事例の検討及び結論

・車両の捜索

・ ナイフの
取得

・緊急逮捕の際＋逮捕の現場＋現場内の車両（盗品）
　　　　　↓
　逮捕の現場における捜索として適法
・逮捕理由である窃盗の証拠ではない。
　→緊急逮捕に伴う差押え不可
　　　　　↓そこで
・任意提出を受けて領置
　　　　　or
・銃刀法違反で現行犯逮捕して差押え

論点カード
















